
第１表 

羽 三 中 発 第 ５ ７ 号 

令 和 ６ 年 ３ 月 ５ 日 

羽村市教育委員会  殿 

 

学 校 名  羽村市立羽村第三中学校 

校長氏名   佐藤 敏数     公印  

 

令 和 ６ 年 度 教 育 課 程 に つ い て （ 届 ） 

   

このことについて、羽村市公立学校の管理運営に関する規則に基づき、下記のとおりお届けします。 

 

記 

 

１  教  育  目  標 

（１）学校の教育目標 

広い視野をもち、主体性・創造性豊かな人間の育成を目指して 

かしこく  ＜自ら考え 進んで学ぶ人になろう＞ 

        やさしく  ＜心豊かな 思いやりのある人になろう＞ 

        たくましく ＜心と体を鍛え 前向きに生きる人になろう＞ 

 

（２）学校の教育目標を達成するための基本方針 

人権尊重の精神を学校教育推進の根幹とし、思いやりや社会生活の基本的なルールを身に付け

させ、「想い合い」という言葉を大切にし、人間関係の大切さや生きるために必要な知識・技能を

学びながら、変化の激しい時代を助け合い、前を向き進んでいく「心」の育成を目指す。また、今

までの常識や経験にとらわれず、「自ら考え、適切に判断し行動する」という「主体性」と、「知

恵を出し、新たな見通しをもって行動する」という「創造性」をもった生徒の育成を目指す。 

〇人権尊重の視点をもち思いやりの心を身に付けさせるため、「想い合い」という言葉を大切に

し、特別活動や様々な行事を通して、性別の違いや障害の有無に関係なく、多様性を認める教

育活動の充実を図る。 

〇確かな学力の定着を図るため、基礎的・基本的内容の指導の充実に努め、９年間の意図的・計

画的・継続的な指導とともに、各教科で個別最適な学びと協働的な学びの指導に取り組む。 

〇個々の生徒に応じたきめ細やかな教育活動を展開するため、常にユニバーサルデザインの考え

方を基本とし、子供一人一人に応じた学習を目指す個別最適化を図り、自己決定する場面の設

定や学習を自ら調整する力の育成を充実し、個の可能性を引き出し伸ばしていく。 

〇「いじめ０」の学校を目指すため、学校いじめ防止基本計画に基づき生活指導部を中心に、全

教職員でいじめ防止に努める。不登校生徒の減少及び適応指導を必要とする生徒の支援を図る

ため、特別支援教育コーディネーターを中心にチャレンジルームの運営を行うとともに、三中

校区として、組織的な教育相談の充実を図る。 

〇自己有用感を高め、中・長期的に自身の可能性を見出し、目標や見通しをもたせ、人生を切り

開いていく力を身に付けさせるため、協働的な活動を通した問題解決的な学びを進めていくと

ともに、個別最適な学びを進めていく。また、自分自身の活動の振り返りや学びの自己調整を

促し、自身の存在価値を確認させながら、生活の中で役立ていくことのできる力を付けさせる。

  



第２表の１ 

学校名  羽村市立羽村第三中学校 

２ 指導の重点 

（１）各教科、道徳科、総合的な学習の時間、特別活動等 

ア 各教科 

○基礎的・基本的内容の確実な定着を図り、習得した知識・技能を活用する力を育むために、

９年間の意図的・系統的な指導を通して、既習事項と関連付けるカリキュラム・マネジメン

トを実践する。そのため、生活体験、身近な課題解決とも結び付けさせ、知識・技能を深め

させる。【知識及び技能等】 

○問題を見出し解決していく活動を通して、情報を収集・整理・活用して考えをもち、互いに

交流し、自ら解決を導いていく能力を育てるために、発散から収束をキーワードに協働的な

学びの指導方法や活動時間の確保等を工夫・改善する。【思考力、判断力、表現力等】 

○教科等において主体的に学びに向かう姿勢や学びを自己調整する力を育むために、いくつも

の知識をつなぎ思考を組み合わせた「主体的・対話的で深い学び」を組み立て体感させる中

で、学んだことの意義を実感し、さらなる課題や学びへの結びつきを構築していくことので

きる学習活動を充実させる。【学びに向かう力、人間性等】 

○１人１台端末や学校図書館を活用して多面的・多角的な視点の充実を図るために、各教科等

において、必要に応じて情報を収集する中で、情報を処理・活用する能力、またそれを表す

能力を育成する。 

○指導と評価の一体化を図るために、学習指導要領に準じた評価規準・基準等を明確に示し、

生徒や保護者に説明する。 

○「つかむ・とりくむ・ひろげる・まとめる」という問題に対する解決までの導き方を基本と

した構造の共通理解を図り、問題に対して自己決定する場面の設定を増やしていく。 

 

イ 道徳科 

○教育活動全体を通し、「想い合い」を大切にしながら人権尊重の精神と自他の生命を大切に

する心を、体験的な活動や具体的な生活場面を通して培う。 

〇自他共に大切にする心を育成するために、全学年で年３回以上いじめを防止する授業を実施

する。 

○道徳的な判断力、心情、実践意欲及び態度の育成のために、３つの学習過程（問題を見出し、

多角的な考え方を互いに交流し、新たな価値を創造する）を丁寧に扱い、道徳の内容・テー

マを追求する授業を共通認識し、組織的に「多面的・多角的な思考の促進」「心の教育」「生

き方の指導」のために全体計画を作成し、全校体制で道徳教育に取り組む。また、道徳授業

地区公開講座を実施し、広く保護者・地域に道徳教育への理解を図る。 

 

ウ 総合的な学習の時間 

○Society5.0に向けたデジタル化社会を生き抜いていく力を育成するために、１人１台端末を活用した

適切な情報収集や、自ら問題を見出し解決の方法等を生徒自ら選択・決定していけるような機会など

を積極的に取り入れ、多角的な視野や多様な考え方、生き方を構築できる人材を育成する。 

○コミュニティ・スクールとして、地域と協働することで、地域貢献や社会に参画する態度を

育てる。また、職場体験等の体験活動の充実や郷土を生かした学びの中で、探究的な目標を

設定させ、自らの生き方について考える「人間学」と、社会の一員となるための基礎を育て

る「羽村学」の学習を実施する。 

  



第２表の２ 

学校名  羽村市立羽村第三中学校 

エ 特別活動 

○人間としての生き方（自己実現）を学ぶ人格形成上重要な教育活動として捉え、全体計画に

基づいて創意工夫ある指導を推進する。 

○学級活動…学校生活の基盤である学級の中で、集団生活及び規律を学ぶ大切な場であるとい

う認識のもとに、日々の生活や行事に向けて問題を見出し、学級会や行事に向けた活動を通

して、社会参画に向けて学級・学校生活内の生活を向上させる。 

○生徒会活動…生徒会本部及び各専門委員長や学級委員から成り立つ中央委員会の活動を活発

化させ、問題意識をもたせながら、それぞれの生徒の主体的な活動を促進させ、学校生活を

よりよく創造させる。 

○学校行事…各教科等の時間の内容を活用した学習の場として、体育大会や合唱コンクール等

を位置づける。学校行事を実施する際は、事前に一人一人めあてを立てて臨み、実施後は生

徒同士の認め合い、教師による価値付けを行うなど、一連の活動としてとらえ、学びの実感

のある活動をさせる。 

 

（２）生活指導、キャリア教育（進路指導を含む） 

   ア 生活指導 

○教育活動全体を通して人権尊重の精神を養い、思いやりの心など社会生活に必要な基礎的・

基本的内容を身に付けさせるとともに、自主性・自立性を養う生活指導の展開を図る。 

○「生活指導提要」に改訂に伴い、時代の変化やＳＤＧsの問題とも関わりをもたせながら、新

たな校則を制定していくことを通して、主体的に参画する生徒を育成する。 

○生徒一人一人の理解を深め、家庭や地域社会との連携を密にし、生活指導主任を中心として、

学校いじめ防止基本方針に基づき、いじめ・自殺防止、不登校対策の未然防止・早期発見の

ための組織的な取組を実施する。そのために毎週いじめ対策委員会を実施する。 

○いじめ問題担当教員、不登校・学校不適応対策担当教員を配置し、「登校支援シート」を活用

し、スクールカウンセラーの活用を含め、校内体制を充実させる。また、チャレンジルーム

を活用した生徒の居場所づくりを行い、日ごろの様子の観察や相談しやすい環境を作るとと

もに、生徒に対するアンケート等により悩みや問題の早期発見と解決を図る。 

○家庭、地域社会及び関係諸機関との連携やセーフティ教室等、安全教育プログラムを活用し

た安全教育の実施により、触法行為に関わる問題行動等や情報モラルについて考えさせるこ

とで、正しい判断と行動ができる生徒の育成を図る。 

○生徒一人一人の個性や能力を尊重し、善悪をわきまえた判断力のある生徒を育てるとともに、

生徒の「望ましい習慣の形成」を家庭と連携し育成する。 

○学校事故や自然災害などに対する危機管理意識をもつとともに、速やかに適切な対応がとれ

る校内体制を確立する。 

○登下校を含め、安心して学校生活が過ごせるよう、地域と連携し、「不審者対応」の避難訓練

を導入するなど生徒が不審者による被害防止・安全確保ができるように努める。 

○安全指導・避難訓練を見直し、「防災ノート」等を活用し、地震に対応できる防災訓練を実施

する。 

  



第２表の３ 

学校名  羽村市立羽村第三中学校 

○１人１台端末を利用していく中で情報モラル教育の充実を図るとともに、「ＧＩＧＡワーク

ブック」を活用して、望ましいネット社会との付き合い方を指導する。また「ＳＮＳ家庭ル

ール」の作成について、生徒・保護者への啓発を図り家庭と協力して実施する。 

 

 

イ  キャリア教育（進路指導を含む） 

○羽村市小中一貫教育実施計画（三中校区版）における人間学に基づき、教育活動全体を通し

てガイダンス機能を充実させ、生徒一人一人の自己理解を深めさせ、生きる意欲を育てるこ

とで、望ましい勤労観・職業観や社会性を培い、自己実現を図ることのできる能力や態度を

育成する。 

○生徒の主体性やリーダー性を育むために、指導者はファシリテーターに徹し、生徒が主体と

なって生徒が問題を見出し、それに対して議論しながら解決方法を見出していく活動を積極

的に行う中で、集団を導いていくことのできるリーダー性も高めていく。 

○全学年において「キャリア・パスポート」を活用し、各学期の目標や振り返りや進路学習に

向けた取組を蓄積していく中で、自分自身の考え方を見つめ、自らの生き方について主体的

に取り組み、実践しようとする態度を育む。 

○小中９年間の計画的・組織的な進路指導を推進し、小中連携により、「プロから学ぶ」を実施

する。第２学年では５日間の「職場体験」を実施し、将来への希望をもたせる指導を継続し

ていく。 

 

（３）特別支援教育 

○通常の学級と特別支援学級（Ｅ組・Ｆ組）が協働し各授業や行事等を実践していく中で交流

活動を推進する。 

○校内委員会を中心に、支援が必要な生徒に対して、はばたき教室やチャレンジルームを活用

しながら支援する。 

○三中校区での児童・生徒情報を共有し、不登校生徒や支援が必要な生徒への対応等、引き継

ぎや連携、教育相談の充実に努める。 

 

（４）特色ある教育活動・その他の配慮事項 

○特別活動の学級活動を活用し、学級や学校行事に対する目標設定や問題解決学習に向けて、

学級討議に向けた合意形成を図るとともに、合意形成された内容について、自分がどのよう

に行動していくか、先を見通した学びや解決を見出す自己決定の場面への個別最適化に向け

た支援の充実を図り、主体的な学びに向かう力を高める。また、各教科等でも、自ら考え、

他者との関わりながら問題（課題）を解決していく問題解決学習を通して、授業展開を構成

し実践することで、生徒の「主体性・創造性」を育成する。 

〇個別に指導が必要な生徒への重点的な指導ができるよう、特性や学習進度に応じた個別最適

化（指導方法や教材の工夫）を図り、学習が最適となるよう調整する。また支援体制に必要

な環境・設備を整える。 

〇新設するコミュニティ・スクール委員会と協働した学校教育を目指し、総合的な学習の時間

を中心にした進路学習や羽村学、人間学について、地域とのつながりを深め協力して進める。 

 

  



第３表 

学校名  羽村市立羽村第三中学校 

３ 学年別授業日数及び授業時数の配当 

（１）年間授業日数配当表 

   月 

学年 
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計 

１年 15 21 20 14 0 20 23 20 18 17 18 15 

 

201 

２年 16 21 20 14 0 20 23 20 18 17 18 16 203 

３年 15 21 20 14 0 20 23 20 18 17 18 13 199 

備 考 

 ※２０３日を基準とする。 

・第１学年は入学式を４月９日（火）に実施するため１日減。 

・第１学年は卒業式に参加しないため１日減。 

・第３学年は入学式に参加しないため１日減。 

・第３学年は卒業式を３月１９日（水）に実施するため３日減。  

（２）各教科、道徳科、外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動の年間授業時数等配当表 

学年 時数 
領域 １年 ２年 ３年 

各 

 

 

教 

 

 

科 

国  語 １４０ １４０ １０５ 

社  会 １０５ １０５ １４０ 

数  学 １４０ １０５ １４０ 

理  科 １０５ １４０ １４０ 

音  楽 ４５ ３５ ３５ 

美  術 ４５ ３５ ３５ 

保健体育 １０５ １０５ １０５ 

技術・家庭 ７０ ７０ ３５ 

外国語 １４０ １４０ １４０ 

教科計 ８９５ ８７５ ８７５ 

道 徳 科 ３５ ３５ ３５ 

総合的な学習の時間 ５０ ７０ ７０ 

 特別活動（学級活動） ３５ ３５ ３５ 

総   計 １０１５ １０１５ １０１５ 

備             考 

○１単位時間 ５０分 

○生徒会活動 

・生徒会行事を年６時間行う。（中学校を知ろう、生徒総会、生徒会役員選挙） 

・定例専門委員会を、原則水曜日の６校時に、年１２回行う。 

 

 

 


